別表第1(第3条関係)
事業名

事業内容

介護予防事業




二次予防事業の対象者把握事業
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を早期に把握するため、基本チェックリストを用いた生活機能のチェックを実施する。


運動機能向上事業
転倒骨折の予防及び加齢に伴う運動器の機能低下の防止を図るため、通所により、体操、ストレッチ、簡易な道具を用いた運動等を実施する。


栄養・口腔改善指導事業
低栄養等栄養状態の改善の必要がある者を対象として、管理栄養士による個別指導及び集団指導を通所により実施する。また、栄養改善及び口腔機能向上の必要がある者に対し、管理栄養士及び歯科衛生士による訪問指導を実施する。


認知機能向上事業
うつ、閉じこもり、認知症による生活機能低下を防止するため、通所により、音楽療法、回想療法等を実施する。


訪問介護予防事業
うつ、閉じこもり、認知症のおそれのある者を対象に、保健師等がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導等を行う。


生活管理指導員派遣事業
利用対象者に対して、生活管理に必要な家事等の指導・支援を週1回1時間程度行う。


虚弱高齢者配食サービス事業
利用対象者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認を行う。


生活管理指導短期宿泊事業
利用対象者を、養護老人ホーム、生活支援ハウス等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。宿泊の期間は、1箇月につき原則7日間以内とする。


二次予防事業評価事業
二次予防事業の事業評価を行う。


介護予防普及啓発事業
介護予防の重要性について、普及啓発を図る。


地域介護予防活動支援事業
介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動の支援を行う。


口腔ケア指導事業
口腔機能低下のおそれがある者に対し、口腔機能向上のための教育や口腔清掃指導を行う。


運動指導事業
運動する機会を定期的に設け、自宅でもできる運動の紹介、実践により運動を習慣化し、要介護状態等になることを防止する。


一次予防事業評価事業
一次予防事業の事業評価を行う。

包括的支援事業

介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。

任意事業




介護適正化特別対策事業
介護サービスが本来の目的に沿つた形で提供され、高齢者の自立支援に資するものとなつているかどうか検証し、介護サービス事業者に対して指導助言を行う。


徘徊高齢者家族支援事業
認知症高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できるシステムを活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する。


家族介護支援事業
(1)　介護用品の支給
利用対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしりふき、ポータブルトイレ用消臭剤)を支給する。支給限度額は、月額1人あたり5,000円とする。ただし、支給月に1日以上在宅の場合に限る。
(2)　介護者慰労金支給事業
利用対象者に対して、介護者慰労金(年額10万円)を支給する。


成年後見制度利用支援事業
身寄りのない認知症高齢者等を保護するため、市長が家庭裁判所に対し後見人等の選任を求めて申立てを行う。


高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣し、高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう支援する。


介護相談員派遣事業
介護サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う介護相談員を事業所等に派遣し意見交換することで、苦情等を未然に防止する。


要支援・要介護者配食サービス事業
利用対象者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認を行う。


緊急時訪問介護事業
利用対象者に対して、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応が図られるよう、緊急通報装置を設置し、必要に応じ、訪問介護員の派遣を行う。また、必要と認める者に対し、孤独感を和らげることを目的に、定期的に電話による訪問を行う。


福祉用具・住宅改修支援事業
福祉用具・住宅改修に関する相談、情報提供、助言及び住宅改修助成の申請に必要な理由書の作成を支援する。


認知症地域支援体制整備事業
認知症を理解し、認知症高齢者やその家族を温かく見守る市民を増やす。また、地域における見守り体制を構築することで早期発見・早期対応ができ安心して生活できるよう支援体制を整備する。

